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新潟市危機管理防災局防災課 

 

  

 

 

これまで毎週１回、週初めに公表していた被害概要（速報値）について、罹災証明

書の申請受付が 12 月 26 日（金）で終了することから、現在の様式での公表は、1 月

5 日（月）までとし、それ以降は、毎月１回、最終開庁日に公表することとしますの

でお知らせします（1月 5日（月）の次は 1月 30 日（金）公表）。 

また、1月 30 日（金）からは、様式についても別紙のとおり変更します。 

なお、重要なお知らせがある場合は、随時お知らせします。 

 

令和６年能登半島地震に関する被害概要（速報値）の 

公表日と様式の変更について 

問い合わせ先 

・様式に関すること  

新潟市危機管理防災局防災課 担当：高橋、田辺  

電話：025-226-1140 

・被害棟数に関すること  

新潟市財務部税制課 担当：市島、藤木  

電話：025-226-1502 



 

別紙 

新潟市報道資料 

 

令和6年能登半島地震に関する被害概要（速報値） 
   令和8年1月30日（金）8時00分現在 

新潟市危機管理防災局 

 

建物被害棟数 

 

 北 東 中央 江南 秋葉 南 西 西蒲 計 

全壊 N N NN N N N NN N NNN 

半壊 NN NN NNN NNN NN NN N,NNN NNN N,NNN 

一部破損 NNN NNN N,NNN N,NNN NNN NNN N,NNN N,NNN NN,NNN 

参考 損害割合 全壊：５０％以上、半壊：２０％以上５０％未満、一部破損：全壊及び半壊に至らないもの 
 


